
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（再度筋町他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  ［鋳鉄］φ75-37.6m,φ100-20.2m,φ150-15.1m,φ200-8.8m,φ300-964.9m 

［鋼管］φ250A-15.8m,φ300A-1.0m 
     
（配水管撤去延長） 
  ［鋳鉄］φ75-11.7m,φ100-75.4m,φ150-20.1m,φ200-1.6m,φ300-853.0m 

［鋼管］φ300A-7.4m    
契約変更の理由 

 

 【管工・管布設工・付帯工について】 

   ・ガス管が近接している範囲について大阪ガスとの協議の結果、矢板施工となったため増工となる。

（増） 

   ・街渠工について、想定よりも既設の配水管が街渠の下にある延長が長かったため増工となる。（増） 

   ・配水管が浅埋となった箇所について、鉄板による防護が必要となったため増工となる。 

 

 【舗装復旧土工・舗装復旧工について】 

   ・道路管理者との舗装復旧範囲の立ち合いの結果、復旧範囲が増えた。また、関西国際大学及び神戸

市交通局からの要望により夜間施工となったため増工となる。（増） 

 

【その他について】 
   ・所轄警察署及び地元と規制について協議を重ねた結果、交通誘導警備員について増工となる。また、

規制車については新規追加となる。（増） 

（公表  様式第６号） 


